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内閣総理大臣臨時代理
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人事閣議決定 につい て

別紙のとおり発令を願います。
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0

外務省

眞浅見

特命全権大使に任命する

ケニア国駐割を命ずる

武鏡

特命全権大使に任命する

アイルランド国駐割を命ずる

特命全権大使柳井俊
一
一

願に依り本官を免ずる

憲特命全権公使島内（在連合王国日本国大使館在勤）

願に依り本官を免ずる

(以上1月18日付発令）

おって、浅見にはケニア国駐勧、鏡にはアイルラン僻国駐笥を命ずるものである。
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い しゅん じ

井 俊
昭和12年工月1s日生

袖
柳

外務公務員採用上級試験合格
東京大学法学部卒業
外務省入省
条約局国際協定課長
アメジカ局調査官

兼内閣審議官内閣官房内閣審議室
条約局法規課長
条約局条約課長
在大韓民国日本国大使館参事官
大臣官房外務参事官兼アジア局
大臣官房審議官兼条約局
在サン・フランシスコ曰本国総領事館総領事
条約局長
大臣官房
総理府事務官国際平和協力本部事務局長
外務事務官総合外交政策局長
外務審議官
外務事務次官
願に依り本官を免ずる
辞職を承認する
外務省顧問
外務省顧問を免ずる
特命全権大使アメヅカ合衆国駐箭
アメリカ合衆国駐笥を免ずる

昭和35.
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略 歴

しまのうち けん
島 内 憲
昭和21年9月17日生

外務公務員採用上級試験合格
東京大学文学部卒業

外務省入省
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
在メキシコH本国大使館
参事官
大臣官房領事移住部領事第一課長
大臣官房領事移住部領事移住政策課長
中南米局中南米第一二課長
在香港日本国総領事館領事
大臣官房
大臣官房外務参事官（報道。広報担当）
兼大臣官房文化交流部
免兼大臣官房文化交流部
兼中南米局（免報道。広報担当）
大臣官房審議官兼中南米局
兼ねて報道。広報担当
在マイアミ日本国総領事館総領事
特命全権公使在連合王国日本国大使館在勤
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